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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成24年11月12日開催の取締役会において、平成25年４月１日を効力発生日（予定）として、日本海内航汽船株式会

社を吸収合併する方針について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第７号の３の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

　その後、当社は日本海内航汽船株式会社との間で合併契約を締結したことから平成25年２月１日に臨時報告書の訂正報告書

を提出しておりますが、このたび、臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の

規定に基づき、改めて臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

(3）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容、その他吸収合併契約の内容

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は、＿＿＿（下線）を付して表示しております。

 

２　報告内容

(3）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容、その他吸収合併契約の内容

（訂正前）

①　省略

②　省略

③　その他の吸収合併契約の内容

前略

（効力発生日）

第４条　本合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、平成25年４月１日とする。ただし、前日までに合併に必要な手

続きが遂行できないときは、甲及び乙が協議のうえ、会社法の規定に従い、これを変更することができる。

後略

 

（訂正後）

①　省略

②　省略

③　その他の吸収合併契約の内容

前略

（効力発生日）

第４条　本合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、平成25年４月２日とする。ただし、前日までに合併に必要な手

続きが遂行できないときは、甲及び乙が協議のうえ、会社法の規定に従い、これを変更することができる。

後略

 

以　上
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